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令和 ２ 年 １ 月 21 日（火曜日）

号　　　　　　　　　　外

（第　 ２ 　号）

　　　　人事委員会
○地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の

　施行に伴う関係規則の整備に関する規則 　１

○石川県会計年度任用職員の報酬等及び費用弁償に関する

　条例の施行規則 ２

人 事 委 員 会

　
地 方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係規則の整備に関する規則をここに公布する。

　 　
令 和二年一月二十一日

 石 川 県 人 事 委 員 会

　

石 川県人事委員会規則第一号

　 　　
地 方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係規則の整備に関する規則

（ 職員の任用に関する規則の一部改正）

第 一条

　
職 員の任用に関する規則（昭和二十七年石川県人事委員会規則第四号）の一部を次のように改正する。

　 　
第 一条に見出しとして「（ 目的）」 を付し、同条中「第二十二条」を「第二十二条の三」に改める。

　 　
第 五条中「の各号」を削り、同条中第十一号を第十二号とし、第十号の次に次の一号を加える。

　 　
十  一

　
会 計 年 度 任 用 職 員 （法 第 二 十 二 条 の 二 第 一 項 に 規 定 す る 会 計 年 度 任 用 職 員 を い う 。第 十 三 条 第 四 項 に お い

て 同じ。） をもつて補充しようとする職

　 　
第 八条第一項中「左の各号」を「次」に改め、同項中第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号を加える。

　 　
三

　
第 五条第十一号に掲げる職への採用

　

 

　
第 八 条 第 二 項 中 「選 考 の 」 を 「前 項 第 一 号 、第 二 号 及 び 第 四 号 に 掲 げ る 選 考 の 」 に 、「 す み や か に 」 を 「速 や か

に 」に改める。

　

 

　
第 十 三 条 第 一 項 中 「条 件 付 採 用 期 間 」 を 「条 件 付 採 用 の 期 間 」 に 、「 六 箇 月 間 」 を 「六 月 間 」 に 、「 に お い て は 」

を 「に は 」 に 改 め 、同 条 第 二 項 中 「も の 」 を 「者 」 に 、「 の 終 る ま で 条 件 付 採 用 期 間 」 を 「が 終 わ る ま で 条 件 付 採

用 の期間」に改め、同条第三項を次のように改める。

　
３

　
前 二項の規定による延長は、条件付採用の期間の開始後一年を超えることができない。

　 　
第 十三条に次の一項を加える。

　
４  

　
会 計 年 度 任 用 職 員 に 対 す る 第 一 項 及 び 前 項 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、第 一 項 中 「六 月 間 」 と あ る の は 「一 月

間 」 と 、「 九 十 日 」 と あ る の は 「十 五 日 」 と 、前 項 中 「条 件 付 採 用 の 期 間 の 開 始 後 一 年 」 と あ る の は 「当 該 職 員

の 任期」とする。

　

 

　
第 十 四 条 中 「任 命 権 者 は 」 の 下 に 「、常 時 勤 務 を 要 す る 職 に 欠 員 を 生 じ た 場 合 に お い て 」 を 加 え 、「 に お い て は 」

を 「に該当するときは」に改める。

　 　
第 十五条中「六箇月をこえない」を「六月を超えない」に改める。

（ 石川県職員の分限に関する手続及び効果に関する規則の一部改正）

第  二 条

　
石 川 県 職 員 の 分 限 に 関 す る 手 続 及 び 効 果 に 関 す る 規 則 （昭 和 四 十 六 年 石 川 県 人 事 委 員 会 規 則 第 十 四 号 ） の 一

部 を次のように改正する。

　 　
第 四条第一項中「こえない」を「超えない」に改め、同条に次の一項を加える。

　
４  

　
地 方 公 務 員 法 （昭 和 二 十 五 年 法 律 第 二 百 六 十 一 号 ） 第 二 十 二 条 の 二 第 一 項 に 規 定 す る 会 計 年 度 任 用 職 員 に 対 す

る 第 一 項 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、同 項 中 「三 年 を 超 え な い 範 囲 内 」 と あ る の は 、「 地 方 公 務 員 法 第 二 十 二 条 の

目　　　　　　　　　　　次
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二 第一項及び第二項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」とする。

　 　
第 五条中「（ 昭和二十五年法律第二百六十一号）」 を削る。

（ 外 国 の 地 方 公 共 団 体 の 機 関 等 に 派 遣 さ れ る 職 員 の 処 遇 等 に 関 す る 規 則 及 び 公 益 的 法 人 等 へ の 石 川 県 職 員 等 の 派 遣 等

に 関する規則の一部改正）

第 三条

　
次 に掲げる規則の規定中「第二十二条第一項」を「第二十二条」に改める。

　
一  

　
外 国 の 地 方 公 共 団 体 の 機 関 等 に 派 遣 さ れ る 職 員 の 処 遇 等 に 関 す る 規 則 （昭 和 六 十 三 年 石 川 県 人 事 委 員 会 規 則 第

一 号）第二条

　
二  

　
公 益 的 法 人 等 へ の 石 川 県 職 員 等 の 派 遣 等 に 関 す る 規 則 （ 平 成 十 四 年 石 川 県 人 事 委 員 会 規 則 第 三 号 ） 第 三 条 第 一 号

　 　　
附

　
則

　
こ の規則は、令和二年四月一日から施行する。

　
石 川県会計年度任用職員の報酬等及び費用弁償に関する条例の施行規則をここに公布する。

　 　
令 和二年一月二十一日

 石 川 県 人 事 委 員 会

　

石 川県人事委員会規則第二号

　 　　
石 川県会計年度任用職員の報酬等及び費用弁償に関する条例の施行規則

（ 趣旨）

第  一 条

　
こ の 規 則 は 、石 川 県 会 計 年 度 任 用 職 員 の 報 酬 等 及 び 費 用 弁 償 に 関 す る 条 例 （令 和 元 年 石 川 県 条 例 第 十 三 号 。

以 下「条例」という。） の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

（ 初任給調整手当に相当する報酬）

第  二 条

　
条 例 第 二 条 第 三 項 の 規 定 に よ り 第 一 号 会 計 年 度 任 用 職 員 に 対 し て 支 給 す る 初 任 給 調 整 手 当 に 相 当 す る 報 酬

（ 以 下 「初 任 給 調 整 手 当 に 相 当 す る 報 酬 」 と い う 。） の 額 は 、一 般 職 の 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 （昭 和 三 十 二 年 石 川

県 条 例 第 三 十 号 。以 下 「給 与 条 例 」 と い う 。） の 適 用 を 受 け る 職 員 （以 下 「一 般 職 員 」 と い う 。） に 対 し て 支 給 す る

初 任 給 調 整 手 当 の 例 に よ り 算 定 し た 額 （以 下 こ の 項 に お い て 「基 礎 額 」 と い う 。） を 基 礎 と し て 、次 の 各 号 に 掲 げ

る 第一号会計年度任用職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

　
一  

　
月 額 で 報 酬 を 定 め る 第 一 号 会 計 年 度 任 用 職 員 （以 下 「月 額 報 酬 職 員 」 と い う 。） の 勤 務 一 月 当 た り の 額

　
基 礎

額 に 、当 該 月 額 報 酬 職 員 に つ い て 定 め ら れ た 一 月 当 た り の 勤 務 時 間 を 百 六 十 二 ・七 五 で 除 し て 得 た 数 を 乗 じ て 得

た 額

　
二  

　
日 額 で 報 酬 を 定 め る 第 一 号 会 計 年 度 任 用 職 員 （以 下 「日 額 報 酬 職 員 」 と い う 。） の 勤 務 一 日 当 た り の 額

　
基 礎

額 を 二 十 一 で 除 し て 得 た 額 に 、当 該 日 額 報 酬 職 員 に つ い て 定 め ら れ た 一 日 当 た り の 勤 務 時 間 を 七 ・七 五 で 除 し て

得 た数を乗じて得た額

　
三  

　
時 間 額 で 報 酬 を 定 め る 第 一 号 会 計 年 度 任 用 職 員 （以 下 「時 間 額 報 酬 職 員 」 と い う 。） の 勤 務 一 時 間 当 た り の 額

　
基 礎額を百六十二・七五で除して得た額

２  

　
前 項 に 定 め る も の の ほ か 、初 任 給 調 整 手 当 に 相 当 す る 報 酬 の 支 給 に つ い て は 、一 般 職 員 に 対 し て 支 給 す る 初 任 給

調 整手当の例によるものとする。

（ 地域手当に相当する報酬）

第  三 条

　
条 例 第 二 条 第 三 項 の 規 定 に よ り 第 一 号 会 計 年 度 任 用 職 員 に 対 し て 支 給 す る 地 域 手 当 に 相 当 す る 報 酬 （以 下

「 地 域 手 当 に 相 当 す る 報 酬 」 と い う 。） の 額 は 、次 の 各 号 に 掲 げ る 第 一 号 会 計 年 度 任 用 職 員 の 区 分 に 応 じ 、当 該 各 号

に 定める額とする。

　
一  

　
月 額 報 酬 職 員 の 勤 務 一 月 当 た り の 額

　
第 八 条 第 一 項 第 一 号 に 規 定 す る 月 額 基 本 報 酬 に 、給 与 条 例 第 十 条 の 二 第

二 項 各 号 に 掲 げ る 地 域 手 当 の 級 地 の 区 分 に 応 じ て 当 該 各 号 に 定 め る 割 合 （以 下 「支 給 割 合 」 と い う 。） を 乗 じ て

得 た額

　
二  

　
日 額報酬職員の勤務一日当たりの額

　
第 八条第一項第二号に規定する日額基本報酬に支給割合を乗じて得た額

　
三  

　
時 間 額 報 酬 職 員 の 勤 務 一 時 間 当 た り の 額

　
第 八 条 第 一 項 第 三 号 に 規 定 す る 時 間 額 基 本 報 酬 に 支 給 割 合 を 乗 じ て

得 た額

２  

　
前 項 に 定 め る も の の ほ か 、地 域 手 当 に 相 当 す る 報 酬 の 支 給 に つ い て は 、一 般 職 員 に 対 し て 支 給 す る 地 域 手 当 の 例

に より行うものとする。

（ 特殊勤務手当に相当する報酬）
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第  四 条

　
条 例 第 二 条 第 三 項 の 規 定 に よ り 第 一 号 会 計 年 度 任 用 職 員 に 対 し て 支 給 す る 特 殊 勤 務 手 当 に 相 当 す る 報 酬 （以

下 「特 殊 勤 務 手 当 に 相 当 す る 報 酬 」 と い う 。） （ 月 額 を 単 位 と し て 支 給 す る も の に 限 る 。） の 額 は 、職 員 の 特 殊 勤 務

手 当 に 関 す る 条 例 （昭 和 三 十 一 年 石 川 県 条 例 第 二 十 八 号 。以 下 「特 勤 条 例 」 と い う 。） の 適 用 を 受 け る 職 員 （特 勤

条 例 第 十 五 条 の 二 に 規 定 す る 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 を 除 く 。以 下 「特 勤 条 例 適 用 職 員 」 と い う 。） に 対 し て 支 給 す

る 特 殊 勤 務 手 当 の 例 に よ り 算 定 し た 額 （以 下 こ の 条 に お い て 「基 礎 額 」 と い う 。） を 基 礎 と し て 、次 の 各 号 に 掲 げ

る 第一号会計年度任用職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

　
一  

　
月 額 報 酬 職 員 の 勤 務 一 月 当 た り の 額

　
基 礎 額 に 、当 該 月 額 報 酬 職 員 に つ い て 定 め ら れ た 一 月 当 た り の 勤 務 時 間

を 百六十二・七五で除して得た数を乗じて得た額

　
二  

　
日 額 報 酬 職 員 の 勤 務 一 日 当 た り の 額

　
基 礎 額 を 二 十 一 で 除 し て 得 た 額 に 、当 該 日 額 報 酬 職 員 に つ い て 定 め ら れ

た 一日当たりの勤務時間を七・七五で除して得た数を乗じて得た額

　
三  

　
時 間額報酬職員の勤務一時間当たりの額

　
基 礎額を百六十二・七五で除して得た額

２  

　
基 礎 額 を 算 定 す る 場 合 に お け る 特 勤 条 例 第 十 六 条 第 二 項 及 び 第 三 項 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、同 条 第 二 項 中 「八

日 以 上 十 六 日 未 満 」 と あ る の は 「当 該 職 員 に つ い て 定 め ら れ た そ の 月 の 勤 務 日 数 （以 下 こ の 項 及 び 次 項 に お い て

「 要 勤 務 日 数 」 と い う 。） に 八 を 常 勤 職 員 の 要 勤 務 日 数 で 除 し て 得 た 数 を 乗 じ て 得 た 日 数 （そ の 日 数 に 一 日 未 満 の 端

数 が あ る と き は 、こ れ を 四 捨 五 入 し て 得 た 日 数 。以 下 こ の 項 及 び 次 項 に お い て 同 じ 。） 以 上 要 勤 務 日 数 に 十 六 を 常

勤 職 員 の 要 勤 務 日 数 で 除 し て 得 た 数 を 乗 じ て 得 た 日 数 未 満 」 と 、「 一 日 以 上 八 日 未 満 」 と あ る の は 「一 日 以 上 要 勤

務 日 数 に 八 を 常 勤 職 員 の 要 勤 務 日 数 で 除 し て 得 た 数 を 乗 じ て 得 た 日 数 未 満 」 と 、「 こ れ を 切 り 捨 て た 額 ） 」 と あ る の

は 「こ れ を 切 り 捨 て た 額 ） を 基 礎 と し て 任 命 権 者 が 定 め る 額 」 と 、同 条 第 三 項 の 表 中 「十 六 日 以 上 」 と あ る の は

「 要 勤 務 日 数 に 十 六 を 常 勤 職 員 の 要 勤 務 日 数 で 除 し て 得 た 数 を 乗 じ て 得 た 日 数 以 上 」 と 、「 最 も 高 い 額 」 と あ る の は

「 最 も 高 い 額 を 基 礎 と し て 任 命 権 者 が 定 め る 額 」 と 、「 最 も 低 い 額 」 と あ る の は 「最 も 低 い 額 を 基 礎 と し て 任 命 権 者

が 定 め る 額 」 と 、「 八 日 以 上 十 六 日 未 満 」 と あ る の は 「要 勤 務 日 数 に 八 を 常 勤 職 員 の 要 勤 務 日 数 で 除 し て 得 た 数 を

乗 じ て 得 た 日 数 以 上 要 勤 務 日 数 に 十 六 を 常 勤 職 員 の 要 勤 務 日 数 で 除 し て 得 た 数 を 乗 じ て 得 た 日 数 未 満 」 と 、「 得 た

額 」 と あ る の は 「得 た 額 を 基 礎 と し て 任 命 権 者 が 定 め る 額 」 と 、「 一 日 以 上 八 日 未 満 」 と あ る の は 「一 日 以 上 要 勤

務 日数に八を常勤職員の要勤務日数で除して得た数を乗じて得た日数未満」とする。

３  

　
前 二 項 に 定 め る も の の ほ か 、特 殊 勤 務 手 当 に 相 当 す る 報 酬 の 支 給 に つ い て は 、特 勤 条 例 適 用 職 員 に 対 し て 支 給 す

る 特殊勤務手当の例によるものとする。

（ 時間外勤務手当に相当する報酬）

第  五 条

　
条 例 第 二 条 第 三 項 の 規 定 に よ る 第 一 号 会 計 年 度 任 用 職 員 に 対 す る 時 間 外 勤 務 手 当 に 相 当 す る 報 酬 の 支 給 に つ

い て は 、第 十 五 条 第 一 項 に 規 定 す る と こ ろ に よ り 勤 務 一 時 間 当 た り の 報 酬 の 額 を 算 定 す る ほ か 、任 命 権 者 が 定 め る

も の を 除 き 、給 与 条 例 第 四 条 の 二 に 規 定 す る 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 に 対 し て 支 給 す る 時 間 外 勤 務 手 当 の 例 に よ り 行

う ものとする。

（ 休日勤務手当及び夜間勤務手当に相当する報酬）

第  六 条

　
条 例 第 二 条 第 三 項 の 規 定 に よ る 第 一 号 会 計 年 度 任 用 職 員 に 対 す る 休 日 勤 務 手 当 及 び 夜 間 勤 務 手 当 に 相 当 す る

報 酬 の 支 給 に つ い て は 、第 十 五 条 第 一 項 に 規 定 す る と こ ろ に よ り 勤 務 一 時 間 当 た り の 報 酬 の 額 を 算 定 す る ほ か 、任

命 権 者 が 定 め る も の を 除 き 、一 般 職 員 に 対 し て 支 給 す る 休 日 勤 務 手 当 及 び 夜 間 勤 務 手 当 の 例 に よ り 行 う も の と す

る 。

（ 宿日直手当に相当する報酬）

第  七 条

　
条 例 第 二 条 第 三 項 の 規 定 に よ る 第 一 号 会 計 年 度 任 用 職 員 に 対 す る 宿 日 直 手 当 に 相 当 す る 報 酬 の 支 給 に つ い て

は 、一般職員に対して支給する宿日直手当の例により行うものとする。

（ 第一号会計年度任用職員の報酬の基本額）

第  八 条

　
条 例 第 二 条 第 四 項 に 規 定 す る 報 酬 の 基 本 額 （以 下 「報 酬 の 基 本 額 」 と い う 。） は 、次 の 各 号 に 掲 げ る 第 一 号

会 計年度任用職員の区分に応じ、当該各号に定める額とするものとする。

　
一  

　
月 額 報 酬 職 員

　
勤 務 一 月 に つ き 、条 例 別 表 に 掲 げ る 業 務 の 種 別 の 区 分 に 応 じ て 任 命 権 者 が 決 定 す る 職 務 の 級 及

び 号 給 に 対 応 す る 給 料 月 額 に 当 該 月 額 報 酬 職 員 に つ い て 定 め ら れ た 一 月 当 た り の 勤 務 時 間 を 百 六 十 二 ・七 五 で 除

し て 得 た 数 を 乗 じ て 得 た 額 （そ の 額 に 五 十 円 未 満 の 端 数 が あ る と き は こ れ を 切 り 捨 て 、五 十 円 以 上 百 円 未 満 の 端

数 があるときはこれを百円とする。以下「月額基本報酬」という。）

　
二  

　
日 額 報 酬 職 員

　
勤 務 一 日 に つ き 、条 例 別 表 に 掲 げ る 業 務 の 種 別 の 区 分 に 応 じ て 任 命 権 者 が 決 定 す る 職 務 の 級 及

び 号 給 に 対 応 す る 給 料 月 額 を 二 十 一 で 除 し て 得 た 額 に 、当 該 日 額 報 酬 職 員 に つ い て 定 め ら れ た 一 日 当 た り の 勤 務
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時 間 を 七 ・七 五 で 除 し て 得 た 数 を 乗 じ て 得 た 額 （そ の 額 に 五 円 未 満 の 端 数 が あ る と き は こ れ を 切 り 捨 て 、五 円 以

上 十円未満の端数があるときはこれを十円とする。以下「日額基本報酬」という。）

　
三  

　
時 間 額 報 酬 職 員

　
勤 務 一 時 間 に つ き 、条 例 別 表 に 掲 げ る 業 務 の 種 別 の 区 分 に 応 じ て 任 命 権 者 が 決 定 す る 職 務 の

級 及 び 号 給 に 対 応 す る 給 料 月 額 を 百 六 十 二 ・七 五 で 除 し て 得 た 額 （そ の 額 に 一 円 未 満 の 端 数 が あ る と き は 、こ れ

を 切り捨てる。以下「時間額基本報酬」という。）

２  

　
前 項に定めるもののほか、報酬の基本額に関し必要な事項は、任命権者が定めるものとする。

（ 第一号会計年度任用職員の期末手当の支給対象外職員）

第  九 条

　
条 例第三条第一項の人事委員会規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

　
一  

　
基 準 日 （条 例 第 三 条 第 一 項 に 規 定 す る 基 準 日 を い う 。以 下 こ の 条 及 び 第 十 一 条 に お い て 同 じ 。） 現 在 に お い て 、

当 該第一号会計年度任用職員について定められた任用期間が六月に満たない者

　
二  

　
基 準 日 現 在 に お い て 、当 該 第 一 号 会 計 年 度 任 用 職 員 に つ い て 定 め ら れ た 一 週 間 当 た り の 勤 務 時 間 が 任 用 期 間 に

お いて平均十五時間三十分に満たない者

　
三  

　
基 準 日 現 在 に お い て 、一 般 職 の 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 の 施 行 規 則 （昭 和 三 十 二 年 石 川 県 人 事 委 員 会 規 則 第 三

号 。以下「給与規則」という。） 第六十三条第一号から第六号までの規定のいずれかに該当する者

　
四  

　
次 条の規定による期末手当の支給日に在職していない者

　
五  

　
そ の他任命権者が人事委員会の承認を得て定める者

２  

　
前 項 第 一 号 の 規 定 に か か わ ら ず 、そ れ ぞ れ の 基 準 日 に 在 職 す る 第 一 号 会 計 年 度 任 用 職 員 で あ っ て 、同 号 の 規 定 に

該 当 す る も の の う ち 、期 末 手 当 を 支 給 さ れ る 第 一 号 会 計 年 度 任 用 職 員 と の 均 衡 上 必 要 が あ る と 認 め ら れ る も の （任

命 権者が人事委員会の承認を得て定める者に限る。） には、期末手当を支給することができる。

（ 第一号会計年度任用職員の期末手当の支給日）

第  十 条

　
条 例 第 三 条 第 一 項 の 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る 日 は 、給 与 規 則 第 七 十 一 条 の 二 に 規 定 す る 一 般 職 員 に 対 す る 期

末 手当の支給日とする。

（ 第一号会計年度任用職員の期末手当基礎額）

第  十 一 条

　
条 例 第 三 条 第 二 項 の 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る 額 （以 下 「期 末 手 当 基 礎 額 」 と い う 。） は 、次 の 各 号 に 掲 げ

る 第 一 号 会 計 年 度 任 用 職 員 の 区 分 に 応 じ 、当 該 各 号 に 定 め る 額 と す る 。た だ し 、こ れ に よ り 難 い 場 合 に は 、任 命 権

者 が人事委員会と協議して定める方法により算出した額とする。

　
一  

　
月 額 報 酬 職 員

　
基 準 日 現 在 に お い て 当 該 職 員 が 受 け る べ き 報 酬 の 額 （報 酬 の 基 本 額 及 び こ れ に 対 す る 地 域 手 当

に 相当する報酬の額の合計額をいう。以下この条において同じ。）

　
二  

　
日 額 報 酬 職 員

　
基 準 日 現 在 に お い て 当 該 職 員 が 受 け る べ き 報 酬 の 額 に 、基 準 日 前 六 月 の 期 間 に お け る 特 定 月 平

均 勤 務 日 数 （月 の 初 日 か ら 末 日 ま で の 間 在 職 し た 月 （以 下 こ の 条 に お い て 「特 定 月 」 と い う 。） に お い て 当 該 職

員 に 割 り 振 ら れ た 勤 務 日 数 の 合 計 を 特 定 月 の 月 数 で 除 し た 日 数 （そ の 数 に 小 数 点 以 下 一 位 未 満 の 端 数 が あ る と き

は 、これを四捨五入する。） をいう。） を乗じて得た額

　
三  

　
時 間 額 報 酬 職 員

　
基 準 日 現 在 に お い て 当 該 職 員 が 受 け る べ き 報 酬 の 額 に 、基 準 日 前 六 月 の 期 間 に お け る 特 定 月

平 均 勤 務 時 間 （特 定 月 に お い て 当 該 職 員 に 割 り 振 ら れ た 正 規 の 勤 務 時 間 の 合 計 を 特 定 月 の 月 数 で 除 し た 時 間 （そ

の 時 間 に 三 十 分 以 上 一 時 間 未 満 の 端 数 が あ る と き は こ れ を 一 時 間 に 切 り 上 げ 、三 十 分 未 満 の 端 数 が あ る と き は こ

れ を切り捨てる。） をいう。） を乗じて得た額

（ 第一号会計年度任用職員の費用弁償）

第  十 二 条

　
条 例 第 四 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 第 一 号 会 計 年 度 任 用 職 員 に 支 給 す る 同 項 第 一 号 に 掲 げ る と き の 費 用 弁 償

（ 以 下 「通 勤 に 係 る 費 用 弁 償 」 と い う 。） の う ち 月 額 報 酬 職 員 に 支 給 す る も の の 額 は 、次 の 各 号 に 掲 げ る 月 額 報 酬 職

員 の 区 分 に 応 じ 、当 該 各 号 に 定 め る 額 と す る 。た だ し 、こ れ に よ り 難 い 場 合 に は 、任 命 権 者 が 人 事 委 員 会 と 協 議 し

て 定める方法により算出した額とする。

　
一  

　
給 与 条 例 第 二 十 二 条 の 六 第 一 項 第 一 号 に 規 定 す る 要 件 に 該 当 す る 者

　
当 該 職 員 に つ い て 定 め ら れ た 一 月 当 た り

の 勤務日数に応じて、給与条例第二十二条の六第二項第一号の規定に準じて算出した額

　
二  

　
給 与 条 例 第 二 十 二 条 の 六 第 一 項 第 二 号 に 規 定 す る 要 件 に 該 当 す る 者

　
給 与 条 例 第 二 十 二 条 の 六 第 二 項 第 二 号

の 規 定 に 準 じ て 算 出 し た 額 を 二 十 一 で 除 し て 得 た 額 に 、当 該 職 員 に つ い て 定 め ら れ た 一 月 当 た り の 勤 務 日 数 と

二 十一のいずれか少ない数を乗じて得た額

　
三  

　
給 与 条 例 第 二 十 二 条 の 六 第 一 項 第 三 号 に 規 定 す る 要 件 に 該 当 す る 者

　
当 該 職 員 に つ い て 定 め ら れ た 一 月 当 た り

の 勤務日数に応じて、前二号の規定により算出された額の合計額
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２  

　
通 勤 に 係 る 費 用 弁 償 の う ち 日 額 報 酬 職 員 及 び 時 間 額 報 酬 職 員 に 支 給 す る も の の 額 は 、一 般 職 員 の 通 勤 手 当 の 例 に

よ り 算 出 し た 額 を 二 十 一 で 除 し て 得 た 額 と す る 。た だ し 、こ れ に よ り 難 い 場 合 に は 、任 命 権 者 が 人 事 委 員 会 と 協 議

し て定める方法により算出した額とする。

３  

　
前 項 の 通 勤 に 係 る 費 用 弁 償 の 額 は 日 額 で 定 め 、当 該 日 額 報 酬 職 員 又 は 時 間 額 報 酬 職 員 の 勤 務 日 数 に 応 じ 支 給 す る

も のとし、その計算期間及び支給日は日額の報酬の例によるものとする。

４  

　
前 三 項 に 定 め る も の の ほ か 、通 勤 に 係 る 費 用 弁 償 の 額 の 決 定 そ の 他 の 通 勤 に 係 る 費 用 弁 償 の 支 給 方 法 に つ い て

は 、別段の定めのない限り、一般職員に対して支給する通勤手当の例によるものとする。

（ 第二号会計年度任用職員の給料）

第  十 三 条

　
条 例 第 五 条 第 三 項 の 給 料 の 額 は 、条 例 別 表 に 掲 げ る 業 務 の 種 別 の 区 分 に 応 じ て 任 命 権 者 が 決 定 す る 職 務 の

級 及び号給に対応する給料月額とする。

２  

　
前 項 に 定 め る も の の ほ か 、第 二 号 会 計 年 度 任 用 職 員 の 給 料 の 額 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、任 命 権 者 が 定 め る も の と す

る 。

（ 第二号会計年度任用職員の期末手当の支給対象外職員）

第  十 四条

　
条 例第五条第四項の人事委員会規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

　
一  

　
基 準 日 （給 与 条 例 第 十 九 条 第 一 項 に 規 定 す る 基 準 日 を い う 。以 下 こ の 条 に お い て 同 じ 。） 現 在 に お い て 、当 該

第 二号会計年度任用職員について定められた任用期間が六月に満たない者

　
二  

　
基 準日現在において、給与規則第六十三条第一号から第六号までの規定のいずれかに該当する者

　
三  

　
そ の他任命権者が人事委員会の承認を得て定める者

２  

　
前 項 第 一 号 の 規 定 に か か わ ら ず 、そ れ ぞ れ の 基 準 日 に 在 職 す る 第 二 号 会 計 年 度 任 用 職 員 で あ っ て 、同 号 の 規 定 に

該 当 す る も の の う ち 、期 末 手 当 を 支 給 さ れ る 第 二 号 会 計 年 度 任 用 職 員 と の 均 衡 上 必 要 が あ る と 認 め ら れ る も の （任

命 権者が人事委員会の承認を得て定める者に限る。） には、期末手当を支給することができる。

（ 勤務一時間当たりの報酬等の額）

第  十 五 条

　
条 例 第 六 条 第 三 項 に 規 定 す る 第 一 号 会 計 年 度 任 用 職 員 の 勤 務 一 時 間 当 た り の 報 酬 額 は 、次 の 各 号 に 掲 げ る

第 一号会計年度任用職員の区分に応じ、当該各号に定める額を基準として算出するものとする。

　
一  

　
月 額 報 酬 職 員

　
月 額 基 本 報 酬 、初 任 給 調 整 手 当 に 相 当 す る 報 酬 の 額 、地 域 手 当 に 相 当 す る 報 酬 の 額 及 び 特 殊 勤

務 手 当 に 相 当 す る 報 酬 （月 額 を 単 位 と し て 支 給 す る も の に 限 る 。） の 額 の 合 計 額 に 十 二 を 乗 じ 、そ の 額 を 当 該 月

額 報 酬 職 員 に つ い て 定 め ら れ た 一 日 当 た り の 勤 務 時 間 に 当 該 月 額 報 酬 職 員 の 勤 務 日 数 に 応 じ て 任 命 権 者 が 定 め る

数 を乗じて得た数で除して得た額

　
二  

　
日 額 報 酬 職 員

　
日 額 基 本 報 酬 、初 任 給 調 整 手 当 に 相 当 す る 報 酬 の 額 、地 域 手 当 に 相 当 す る 報 酬 の 額 及 び 特 殊 勤

務 手 当 に 相 当 す る 報 酬 （月 額 を 単 位 と し て 支 給 す る も の に 限 る 。） の 額 の 合 計 額 を 、当 該 日 額 報 酬 職 員 に つ い て

定 められた一日当たりの勤務時間で除して得た額

　
三  

　
時 間 額 報 酬 職 員

　
時 間 額 基 本 報 酬 、初 任 給 調 整 手 当 に 相 当 す る 報 酬 の 額 、地 域 手 当 に 相 当 す る 報 酬 の 額 及 び 特

殊 勤務手当に相当する報酬（月額を単位として支給するものに限る。） の額の合計額

２  

　
条 例 第 六 条 第 三 項 に 規 定 す る 第 二 号 会 計 年 度 任 用 職 員 の 勤 務 一 時 間 当 た り の 給 料 及 び 手 当 額 は 、第 十 三 条 に 定 め

る と こ ろ に よ り 算 出 さ れ る 給 料 の 額 並 び に こ れ に 対 す る 地 域 手 当 、特 地 勤 務 手 当 （給 与 条 例 第 十 一 条 の 三 の 規 定 に

よ る 手 当 を 含 む 。） 、 へ き 地 手 当 （給 与 条 例 第 十 一 条 の 五 の 規 定 に よ る 手 当 を 含 む 。） 、 初 任 給 調 整 手 当 及 び 特 殊 勤 務

手 当 （月 額 を 単 位 と し て 支 給 す る も の に 限 る 。） の 月 額 の 合 計 額 に 十 二 を 乗 じ 、そ の 額 を 当 該 第 二 号 会 計 年 度 任 用

職 員 に つ い て 定 め ら れ た 一 週 間 当 た り の 勤 務 時 間 に 五 十 二 を 乗 じ た も の か ら 給 与 規 則 第 六 十 条 の 二 で 定 め る 時 間 を

減 じたもので除して得た額を基準として算出するものとする。

（ 第一号会計年度任用職員の報酬の支給方法）

第 十六条

　
新 たに月額報酬職員となった者には、その日から報酬を支給する。

２

　
月 額報酬職員が離職したときは、その日まで報酬を支給する。

３

　
月 額報酬職員が死亡したときは、その月まで報酬を支給する。

４

　
日 額報酬職員及び時間額報酬職員には、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。

５  

　
第 一 項 又 は 第 二 項 の 規 定 に よ り 報 酬 を 支 給 す る 場 合 で あ っ て 、月 の 一 日 か ら 支 給 す る と き 以 外 の と き 、又 は 月 の

末 日 ま で 支 給 す る と き 以 外 の と き に お け る 報 酬 額 は 、そ の 月 の 現 日 数 か ら 当 該 月 額 報 酬 職 員 に つ い て 任 命 権 者 が 定

め た週休日（勤務時間を割り振らない日をいう。） の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

（ 期末手当の算定に係る在職期間）
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第  十 七 条

　
条 例 第 三 条 第 二 項 に お い て 読 み 替 え て 準 用 し 、及 び 条 例 第 五 条 第 四 項 に お い て そ の 例 に よ る こ と と さ れ る

給 与 条 例 第 十 九 条 第 二 項 に 規 定 す る 在 職 期 間 は 、会 計 年 度 任 用 職 員 と し て 在 職 し た 期 間 （第 九 条 第 一 項 第 二 号 に 掲

げ る職員として在職した期間を除く。） とする。

２  

　
条 例 第 三 条 第 一 項 に 規 定 す る 基 準 日 （第 二 号 会 計 年 度 任 用 職 員 に あ っ て は 、条 例 第 五 条 第 四 項 に お い て そ の 例 に

よ る こ と と さ れ る 給 与 条 例 第 十 九 条 第 一 項 に 規 定 す る 基 準 日 ） 前 六 月 以 内 の 期 間 に お い て 、一 般 職 員 又 は 石 川 県 企

業 職 員 の 給 与 の 種 類 及 び 基 準 に 関 す る 条 例 （昭 和 四 十 二 年 石 川 県 条 例 第 四 号 ） の 適 用 を 受 け る 職 員 （次 項 に お い て

「 企 業 職 員 」 と い う 。） で あ っ た 者 が 会 計 年 度 任 用 職 員 と な っ た 場 合 に は 、当 該 期 間 内 に お い て そ れ ら の 者 と し て 在

職 した期間は、前項の在職期間に算入する。

３  

　
第 一 項 に 規 定 す る 会 計 年 度 任 用 職 員 と し て 在 職 し た 期 間 及 び 前 項 に 規 定 す る 一 般 職 員 又 は 企 業 職 員 と し て 在 職 し

た 期間の算定については、給与規則第六十六条第二項及び第三項の規定を準用する。

（ 端数計算）

第  十 八 条

　
初 任 給 調 整 手 当 に 相 当 す る 報 酬 の 額 、地 域 手 当 に 相 当 す る 報 酬 の 額 、特 殊 勤 務 手 当 に 相 当 す る 報 酬 の 額 、

期 末 手 当 基 礎 額 及 び 通 勤 に 係 る 費 用 弁 償 の 額 を 算 定 す る 場 合 に お い て 、そ の 算 定 し た 額 に 一 円 未 満 の 端 数 が あ る と

き は、これを切り捨てるものとする。

２  

　
前 項 の 規 定 及 び 別 段 の 定 め の あ る も の の ほ か 、会 計 年 度 任 用 職 員 に 対 し て 支 給 す る 報 酬 、費 用 弁 償 、給 料 及 び 手

当 に関する端数計算については、一般職員に対して支給する給与及び旅費の例によるものとする。

（ 特例）

第  十 九 条

　
特 別 の 事 情 に よ り こ の 規 則 の 規 定 に よ る こ と が で き な い 場 合 又 は こ の 規 則 の 規 定 に よ る こ と が 著 し く 不 適

当 で あ る と 認 め ら れ る 場 合 に は 、任 命 権 者 は 、あ ら か じ め 人 事 委 員 会 の 承 認 を 得 て 、別 段 の 取 扱 い を す る こ と が で

き る。

　 　　
附

　
則

（ 施行期日）

１

　
こ の規則は、令和二年四月一日から施行する。

（ 経過措置）

２  

　
こ の 規 則 の 施 行 の 日 （以 下 「施 行 日 」 と い う 。） の 前 日 に お い て 地 方 公 務 員 法 及 び 地 方 自 治 法 の 一 部 を 改 正 す る

法 律 （平 成 二 十 九 年 法 律 第 二 十 九 号 ） に よ る 改 正 前 の 法 第 三 条 第 三 項 第 三 号 に 掲 げ る 特 別 職 の 職 員 で あ っ て 、施 行

日 に 会 計 年 度 任 用 職 員 （第 一 号 会 計 年 度 任 用 職 員 に 限 る 。以 下 同 じ 。） と し て 採 用 さ れ 、条 例 の 適 用 を 受 け て 同 種

の 業 務 に 従 事 す る こ と と な る も の （任 命 権 者 が 定 め る 職 員 に 限 る 。） に つ い て 、そ の 者 が 施 行 日 以 後 一 年 間 に 受 け

る 予 定 の 年 間 の 報 酬 の 基 本 額 並 び に 初 任 給 調 整 手 当 に 相 当 す る 報 酬 、地 域 手 当 に 相 当 す る 報 酬 、特 殊 勤 務 手 当 （月

額 を 単 位 と し て 支 給 す る も の に 限 る 。） に 相 当 す る 報 酬 及 び 期 末 手 当 の 合 計 額 （次 項 に お い て 「年 間 報 酬 額 」 と い

う 。） が 、施 行 日 の 前 日 に お い て 適 用 さ れ て い た 報 酬 の 月 額 に 十 五 ・〇 五 （令 和 二 年 六 月 一 日 を 基 準 日 （条 例 第 三

条 第 一 項 に 規 定 す る 基 準 日 を い う 。以 下 同 じ 。） と す る 期 末 手 当 の 算 定 上 、在 職 期 間 が 六 月 に 満 た な い 者 に あ っ て

は 、任 命 権 者 が 定 め る 数 ） を 乗 じ て 得 た 額 に 達 し な い こ と と な る 場 合 に お け る 第 八 条 第 一 項 の 規 定 の 適 用 に つ い て

は 、施 行 日 か ら 令 和 三 年 三 月 三 十 一 日 ま で の 間 （そ の 者 が 同 日 ま で 条 例 の 適 用 を 受 け 、か つ 、同 年 四 月 一 日 に 再 度

会 計 年 度 任 用 職 員 に 採 用 さ れ る 場 合 に あ っ て は 令 和 四 年 三 月 三 十 一 日 ま で の 間 、さ ら に そ の 者 が 同 日 ま で 条 例 の 適

用 を 受 け 、か つ 、同 年 四 月 一 日 に 再 度 会 計 年 度 任 用 職 員 に 採 用 さ れ る 場 合 に あ っ て は 令 和 五 年 三 月 三 十 一 日 ま で の

間 、さ ら に そ の 者 が 同 日 ま で 条 例 の 適 用 を 受 け 、か つ 、同 年 四 月 一 日 に 再 度 会 計 年 度 任 用 職 員 に 採 用 さ れ る 場 合 に

あ っ て は 令 和 六 年 三 月 三 十 一 日 ま で の 間 、さ ら に そ の 者 が 同 日 ま で 条 例 の 適 用 を 受 け 、か つ 、同 年 四 月 一 日 に 再 度

会 計 年 度 任 用 職 員 に 採 用 さ れ る 場 合 に あ っ て は 令 和 七 年 三 月 三 十 一 日 ま で の 間 ） 、 同 項 各 号 に 掲 げ る 会 計 年 度 任 用

職 員 の 区 分 に 応 じ て 当 該 各 号 に 定 め る 額 に 、そ の 差 額 に 相 当 す る 額 を 十 四 ・六 （令 和 二 年 六 月 一 日 を 基 準 日 と す る

期 末 手 当 の 算 定 上 、在 職 期 間 が 六 月 に 満 た な い 者 に あ っ て は 、任 命 権 者 が 定 め る 数 ） で 除 し て 得 た 額 を 加 え て 得 た

額 をもって報酬の基本額とするものとする。

３  

　
令 和 三 年 四 月 一 日 以 降 引 き 続 き 会 計 年 度 任 用 職 員 に 採 用 さ れ る 者 に 対 す る 前 項 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、そ の 採

用 の都度、当該採用の日以後一年間の年間報酬額を用いて前項の規定による加算額を算定するものとする。

４  

　
令 和 二 年 六 月 一 日 を 基 準 日 と す る 期 末 手 当 に 係 る 第 十 七 条 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、同 条 第 二 項 中 「一 般 職 員 」

と あ る の は 、「 一 般 職 員 （地 方 公 務 員 法 及 び 地 方 自 治 法 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 の 施 行 に 伴 う 関 係 条 例 の 整 備 に 関 す

る 条 例 （令 和 元 年 石 川 県 条 例 第 十 二 号 ） に よ る 改 正 前 の 給 与 条 例 第 二 十 五 条 に 規 定 す る 臨 時 職 員 で あ っ た 者 を 除

く 。） 」 とする。


